
の
間
に
賃
金
・
一
時
金
だ
け
で
な
く
、
休

暇
や
福
利
厚
生
な
ど
の
格
差
が
あ
り
、
不

合
理
な
格
差
の
解
消
は
待
っ
た
な
し
の
課

題
に
な
っ
て
い
る
。

　

連
合
は
、「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」は
瞬

間
的
に
同
じ
業
務
を
行
っ
て
い
れ
ば
同
じ

時
給
と
い
う
よ
う
に
限
定
的
に
捉
え
る
の

で
は
な
く
、
も
っ
と
広
く
捉
え
る
べ
き
と

発
言
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
賃
金
だ
け

で
な
く
、
各
種
手
当
や
休
暇
、
福
利
厚
生
、

安
全
衛
生
、
教
育
訓
練
な
ど
も
含
め
た
も

の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
と
い
う
こ
と
だ
。

　

政
府
は
昨
年
12
月
に
「
同
一
労
働
同
一

賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」
を
策
定
し
た
。

「
実
行
計
画
」
で
は
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
案
の
根
拠
を
法
律
で
示
し
、
不
合
理
な

格
差
に
つ
い
て
は
、
裁
判
（
司
法
）
で
救

済
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
事
業
主
に
対
し
て
は
、
雇
入
れ
時

に
は
そ
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
待
遇
の

内
容
に
つ
い
て
の
説
明
義
務
、
雇
入
れ
後

に
は
比
較
対
象
と
な
る
労
働
者
と
の
待
遇

差
の
理
由
に
つ
い
て
の
説
明
義
務
を
課
す
、

と
法
律
に
書
き
込
む
と
し
て
い
る
。
派
遣

労
働
者
に
つ
い
て
は
、
派
遣
先
か
ら
の
情

報
提
供
義
務
と
あ
わ
せ
、
派
遣
先
労
働
者

と
の
均
等
・
均
衡
待
遇
規
定
を
設
け
る
。

そ
の
上
で
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に

は
、
当
該
派
遣
元
企
業
と
過
半
数
を
組
織

す
る
組
合
等
と
で
派
遣
労
働
者
の
保
護
に

資
す
る
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
協
定
を

締
結
す
れ
ば
、
派
遣
先
と
の
均
等
・
均
衡

は
求
め
な
く
て
も
よ
い
こ
と
と
し
て
い
る
。

長
時
間
労
働
解
消
へ
の

最
初
の
一
歩

　

も
う
一
つ
大
き
な
論
点
と
な
っ
た
の
は
、

時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
で
あ
る
。
わ
が

国
の
労
働
基
準
法
は
1
日
8
時
間
、
1
週

40
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
を
禁

止
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
使
用
者
が
過
半

数
を
組
織
す
る
労
働
組
合
と
労
使
協
定

（
36
協
定
）
を
締
結
し
た
場
合
は
、
そ
こ

で
定
め
た
時
間
ま
で
時
間
外
労
働
を
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。
36
協
定
で
定
め
る
時

間
外
労
働
の
限
度
は
、
月
45
時
間
か
つ
年

3
6
0
時
間
以
内
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ

れ
に
は
強
制
力
が
な
い
た
め
、
限
度
時
間

を
超
え
る
協
定
を
結
ん
で
も
違
反
に
は
な

ら
な
い
。
さ
ら
に
、
臨
時
的
な
特
別
の
事

情
が
あ
る
場
合
に
は
特
別
条
項
を
締
結
す

れ
ば
6
カ
月
間
ま
で
は
、
上
限
な
く
時
間

外
労
働
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み

に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
過
労
死
を
招
く

原
因
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

特
別
条
項
を
含
む
時
間
外
労
働
の
上
限

規
制
に
つ
い
て
は
、
労
使
の
当
事
者
で
あ

て
い
る
が
、
約
7
割
の
国
民
が
そ
の
恩
恵

を
感
じ
て
い
な
い
。
ま
た
格
差
拡
大
や
、

低
所
得
層
の
増
加
、
人
口
減
少
問
題
な
ど

国
民
の
将
来
へ
の
不
安
も
根
強
い
。
こ
う

し
た
中
で
、
安
倍
首
相
は
、
内
閣
の
最
大

の
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
「
働
き
方
改
革
」
で
あ

る
と
し
て
、
昨
年
9
月
に
「
働
き
方
改
革

実
現
会
議
」
を
設
置
し
、
連
合
か
ら
神
津

会
長
が
委
員
と
し
て
参
加
し
た
。

　

連
合
は
か
ね
て
か
ら
、「
働
く
こ
と
を

軸
と
す
る
安
心
社
会
」
の
実
現
に
向
け
、

す
べ
て
の
働
く
者
の
雇
用
の
安
定
、
公
正

な
労
働
条
件
の
確
保
を
求
め
て
き
た
。
特

に
、
重
要
な
課
題
と
し
て
、
①
雇
用
形
態

る
経
団
連
と
連
合
と
で
協
議
す
る
こ
と
に

な
り
、
3
月
13
日
に
「
労
使
合
意
」
が
ま

と
め
ら
れ
、
政
府
に
提
出
さ
れ
た
。「
労

使
合
意
」
は
、
①
労
働
基
準
法
に
時
間
外

労
働
の
上
限
規
制
を
明
記
す
る
こ
と
、
②

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の
努
力
義
務

化
、
③
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
等
、

過
労
死
等
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
、
④

労
働
政
策
審
議
会
に
お
け
る
検
討
、
⑤
見

直
し
に
あ
た
っ
て
の
検
討
規
定
を
置
く
こ

と
を
内
容
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

週
40
時
間
を
超
え
て
労
働
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
時
間
外
労
働
の
限
度
は
、
原
則

と
し
て
月
45
時
間
か
つ
年
間
3
6
0
時
間

と
し
、
特
例
と
し
て
、
臨
時
的
な
特
別
の

事
情
が
あ
る
場
合
（
特
別
条
項
付
き
36
協

定
）
で
あ
っ
て
も
上
回
る
こ
と
が
で
き
な

い
時
間
外
労
働
時
間
を
年
7
2
0
時
間
と

す
る
。
こ
の
7
2
0
時
間
に
つ
い
て
も
、

①
2
カ
月
な
い
し
6
カ
月
の
平
均
は
月
80

時
間
以
内
（
休
日
労
働
を
含
む
）、
②
単

月
は
1
0
0
時
間
未
満
（
休
日
労
働
を
含

む
）、
③
月
45
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労

働
は
年
6
回
を
上
限
と
す
る
こ
と
が
要
件

と
な
っ
て
い
る
。
法
に
違
反
し
た
場
合
は

罰
則
を
科
す
こ
と
も
合
意
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
現
在
適
用
除
外
と
な
っ
て
い
る
、

建
設
事
業
、
自
動
車
の
運
転
業
務
等
に
つ

い
て
も
5
年
間
の
経
過
措
置
を
お
い
て
、

間
の
合
理
的
理
由
の
な
い
処
遇
格
差
を
禁

止
す
る
た
め
の
法
規
制
の
実
現
、
②
す
べ

て
の
労
働
者
を
対
象
と
す
る
、
労
働
時
間

の
上
限
規
制
や
、
休
息
時
間
（
勤
務
間
イ

ン
タ
ー
バ
ル
）
規
制
の
導
入
を
求
め
て
主

張
し
て
き
た
。

　
「
実
現
会
議
」
が
取
り
上
げ
た
テ
ー
マ

は
、
以
下
の
9
点
で
あ
っ
た
。
①
同
一
労

働
同
一
賃
金
な
ど
非
正
規
雇
用
の
処
遇
改

善
、
②
賃
金
引
き
上
げ
と
労
働
生
産
性
の

向
上
、
③
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
の
在

り
方
な
ど
長
時
間
労
働
の
是
正
、
④
雇
用

吸
収
力
の
高
い
産
業
へ
の
転
職
・
再
就
職

支
援
、
人
材
育
成
、
格
差
を
固
定
さ
せ
な

適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
「
労
使
合
意
」
で
ま
と
め
た
時
間
外
労

働
の
上
限
と
は
、
あ
く
ま
で
「
こ
れ
以
上

働
か
せ
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
が
原
則
で

あ
り
、
特
別
条
項
を
適
用
す
る
場
合
で

あ
っ
て
も
上
限
時
間
水
準
ま
で
の
協
定
を

安
易
に
締
結
す
る
の
で
は
な
く
、
月
45
時

間
、
年
3
6
0
時
間
の
原
則
的
上
限
に
近

づ
け
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

　

罰
則
付
き
の
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制

は
、
こ
れ
ま
で
長
年
、
労
働
政
策
審
議
会

で
議
論
さ
れ
て
き
た
も
の
の
結
論
を
得
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
課
題
で
あ
り
、
労

基
法
70
年
の
大
改
革
と
も
言
え
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
「
実
行
計
画
」
を
踏
ま
え
、

4
月
か
ら
労
働
政
策
審
議
会
で
関
係
す
る

法
律
改
正
の
審
議
が
行
わ
れ
て
お
り
、
6

月
に
は
建
議
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
る
予
定

で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
長
時
間
労
働
解
消
へ

の
最
初
の
一
歩
が
踏
み
出
せ
た
と
思
っ
て

い
る
。
と
り
わ
け
重
要
な
の
が
集
団
的
労

使
関
係
の
構
築
で
あ
る
。
労
働
組
合
の
な

い
と
こ
ろ
に
も
従
業
員
意
思
が
反
映
さ
れ

る
仕
組
み
が
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

連
合
と
し
て
は
、「
ク
ラ
シ
ノ
ソ
コ
ア
ゲ

応
援
団
！
R
Ｅ
N
Ｇ
Ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

な
ど
を
通
じ
て
世
の
中
に
ア
ピ
ー
ル
し
て

い
く
こ
と
に
し
て
い
る
。

い
教
育
の
問
題
、
⑤
テ
レ
ワ
ー
ク
、
副

業
・
兼
業
な
ど
の
柔
軟
な
働
き
方
、
⑥
働

き
方
に
中
立
的
な
社
会
保
障
制
度
・
税
制

な
ど
女
性
・
若
者
が
活
躍
し
や
す
い
環
境

整
備
、
⑦
高
齢
者
の
就
業
促
進
、
⑧
病
気

の
治
療
や
子
育
て
・
介
護
と
仕
事
の
両
立
、

⑨
外
国
人
材
の
受
け
入
れ
の
問
題
。

不
合
理
な
処
遇
格
差
の
解
消
は

待
っ
た
な
し

　
「
実
現
会
議
」
は
10
回
に
わ
た
る
議
論

を
経
て
、「
働
き
方
改
革
実
行
計
画
」
を

と
り
ま
と
め
、
19
の
改
革
項
目
と
ロ
ー
ド

マ
ッ
プ
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
中
で
、
有

期
・
パ
ー
ト
・
派
遣
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
非

正
規
雇
用
者
の
処
遇
改
善
や
長
時
間
労
働

の
是
正
な
ど
、
連
合
が
求
め
て
き
た
政
策

に
つ
い
て
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
。

　

非
正
規
雇
用
労
働
者
は
、
雇
用
者
の
約

4
割
を
占
め
、
職
場
で
は
不
可
欠
な
存
在

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
正
規
雇
用
と

逢見直人 
連合事務局長

「
働
き
方
改
革
実
現
会
議
」
の
議
論
を
受
け
、
3
月
28
日
、「
働
き
方
改
革
実
行
計
画
」
が
決
定
さ
れ
た
。「
実
行
計
画
」
に
は
、
非
正

規
労
働
者
の
処
遇
改
善
や
長
時
間
労
働
是
正
な
ど
、
19
の
改
革
項
目
と
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
連
合
は
「
実
行
計
画
」
を

ど
う
評
価
し
、
ど
う
進
め
て
い
く
の
か
。
逢
見
事
務
局
長
が
解
説
す
る
。

非
正
規
の
処
遇
改
善
と

労
働
時
間
規
制
を
求
め
て

　

安
倍
内
閣
は
、「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
道

半
ば
」
だ
と
し
て
、
そ
の
加
速
化
を
掲
げ

罰
則
付
き
時
間
外
労
働
上
限
規
制
は

労
働
基
準
法
制
定
以
来
の
大
改
革

ど
う
進
め
る
？「
働
き
方
改
革
実
行
計
画
」
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